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第２章 人手不足による成長制約を乗り越えるための課題 

コロナ禍から平時へ移行し、経済活動が活発化する中で、2024年現在、我が国の企業の人

手不足感は、非製造業や中小企業を中心に、歴史的な水準にまで高まっている。こうした人

手不足感の高まりは、今に始まったものではなく、より根本的には、生産年齢人口が1995年

をピークに減少に転じ、また総人口も 2008 年をピークに頭打ちの後、2011 年以降一貫して

減少するなど、過去四半世紀以上の間、労働供給の制約が強まってきた中で生じているもの

である。現在、こうした供給面の制約が経済の成長力の桎梏となる懸念がますます高まって

いる。 

他方、2023年に米ドル換算でＧＤＰが日本を超えたドイツについては、日本の約６割の就

業者数、約８割の労働時間、つまり半分程度の労働投入により、我が国と同程度の規模の付

加価値を生み出している1。人手不足感の問題は、決して乗り越えられない壁ではなく、生産

性改善に向けた努力により、人口減少・少子高齢化の下であっても成長できる経済の実現を

目指していくことが重要である。 

こうした観点から、本章では、人手不足による成長制約を乗り越えるための課題を複数の

側面から検討する。まず第１節では、省力化投資の実態と生産性向上への効果を中心に、企

業部門が取り組んでいる人手不足への対応に係る現状と課題を分析する。第２節では、我が

国における労働市場におけるマッチングや産業間の労働移動の現状を分析し、労働力が希少

となる中で、賃金をシグナルとした円滑な労働移動が進むための課題を考察する。こうした

国内での政策対応に加え、第３章では、これまで着実に増加し、200 万人を超えた外国人労

働者に注目し、日本人労働者との賃金格差に関する詳細な分析を基に、外国人労働者の受入

れや定着に向けた課題を検討する。 

第１節 高まる人手不足感と企業部門の対応 

本節においては、企業の人手不足感の現状やこれが企業活動に及ぼす影響を概観するとと

もに、人手不足に対する企業の対応としてとられている雇用者の賃金引上げや省力化投資の

現状と課題を分析する。さらに、省力化投資の効果と期待される生産性向上への効果等につ

いて検証する。 

1  2023年において、日本の人口は１億2,435万人（総務省「人口推計」（2023年 10月１日現在））、就業者

数は6,747万人、一人当たり年間労働時間は1,607時間であるのに対し、ドイツの人口は8,461万人、就

業者数は4,099万人、一人当たり年間労働時間が1,341時間となっている。 
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１ 人手不足の現状 

 

（企業の人手不足感は、非製造業でバブル期並みとなるなど、歴史的水準まで高まり） 

 はじめに、企業の人手不足感の動向を、日銀短観を基に概観しよう。直近2024年６月調査

時点の雇用人員判断ＤＩは、全規模全産業ベースでマイナス 35％ポイントと、「不足」と回

答する企業の割合が「過剰」と回答する企業の割合を大幅に上回っており、企業の人手不足

感の深刻さを物語っている（第２－１－１図（１））。ＤＩの水準としては、バブル期の景気

拡大期のピークである 1990 年 11 月調査及び 1991 年２月調査におけるマイナス 46％ポイン

トという既往の不足超幅の最高値は下回っているものの、バブル期は、供給面の制約という

よりは過剰な需要が人手不足感を引き起こしていたという点で、近年とは状況が異なる。ま

た、コロナ禍以前の 2018 年 12 月調査及び 2019 年３月調査のマイナス 35％ポイントと同程

度となっているが、それ以降、コロナ禍による経済社会活動の抑制により、一時的に不足感

が緩和していたに過ぎず、こうした人手不足感の拡大の流れは、傾向として続く構造的なも

のとなっている。 

 次に業種別に長期のＤＩをみると、製造業では 2024 年６月調査のＤＩがマイナス 21％ポ

イントと、コロナ禍前の不足超幅を下回っている一方、非製造業ではマイナス45％ポイント

と、1990 年 11 月調査及び 1991 年２月調査のマイナス 47％ポイントに迫るまで人手不足感

が拡大している。また、規模別に長期のＤＩをみると、大企業（全産業）では2024年６月調

査のＤＩがマイナス28％ポイント、中小企業（全産業）ではマイナス37％ポイントと、バブ

ル期の1991年２月調査のマイナス40％ポイント、マイナス47％ポイントよりは不足超幅が

低いが、中小企業の非製造業では、バブル期のピークを超えて人手不足感が高まっているこ

とが確認される。 

さらに、現行の産業分類で遡及可能な2010年以降について、企業規模別に業種別寄与度を

確認すると（第２－１－１図（２））、製造業の人手不足感は、機械関係業種を中心にコロナ

禍前を幾分下回る程度となっている。一方、非製造業では、大企業・中小企業ともに、建設・

不動産、卸売や対事業所サービス、小売や対個人及び宿泊・飲食サービスなど、幅広い業種

において人手不足感が拡大しており、相対的に労働集約的な業種の人手不足感が深刻である

様子がうかがえる。 
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第２－１－１図　雇用人員判断ＤＩの推移

（１）雇用人員判断ＤＩの長期推移

企業の人手不足感は、非製造業でバブル期並みとなるなど、歴史的水準まで高まり
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（企業の人手不足感は幅広い職種で、年齢別には中年層を中心に高まり） 

 ここで、企業の人手不足感の高まりの内容や背景を探るべく、内閣府が2024年に実施した

「人手不足への対応に関する企業意識調査」等2（以下「アンケート調査」という。）の結果を

みてみよう。まず、従前、人手不足感が高まっていたコロナ禍前（５年前）から現時点にか

けて、企業にとっての働き手の職種別、年齢別の人手不足状況に変化がみられるのかを確認

する。 

第２－１－２図は、横軸に５年前の人手不足割合（人手が「不足」、「やや不足」と回答し

 
2 詳細は、付注２－１を参照。 

（２）企業規模・業種別の寄与度

（備考）１．日本銀行「全国企業短期経済観測調査」、内閣府「景気基準日付」により作成。

２．（１）のシャドー部分は景気の山から谷までの期間を示す。

３．（２）の業種別寄与度は、当該業種の雇用人員判断ＤＩに有効回答企業数に占める当該業種のウェイトを乗

じて算出。①及び②の「素材系」は、繊維、木材・木製品、紙・パルプ、化学、石油・石炭製品、窯業・土

石製品、鉄鋼、非鉄金属の合計、「機械関係」は、はん用・生産用・業務用機械、電気機械、輸送用機械の

合計、「その他加工系」業種は食料品、金属製品、その他製造業の合計。③及び④の「建設・不動産」は、

建設と不動産の合計、「卸売、対事業所サービス」は、卸売と対事業所サービスの合計、「小売、対個人・

宿泊・飲食サービス」は、小売、対個人サービス、宿泊・飲食サービスの合計、「その他」は、物品賃貸、

電気・ガス、鉱業・採石業・砂利採取業の合計。
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ている企業の割合）を、縦軸に2024年現在の人手不足割合をとり、業種ごとの人手不足感を

プロットしたものである。分布が45度線より上に位置する場合には、５年前から現在にかけ

て人手不足感が高まっていることを示している。職種別にみると、人手不足感は専門・技術

職、営業・販売職、事務職の順で高いという状況に変化はみられないが、いずれの職種でも

分布が 45 度線よりやや上方に集積しており、職種にかかわらず人手不足感が高まったこと

が分かる。年齢別にみると、若年層（～34歳）、中年層（35～54歳）、高齢層（55歳～）の順

で人手不足感が高いという状況に変化はみられない一方で、若年層については、45度線を中

心におおむね均等に各業種が分布しているのに対し、中年層では、45度線よりも上方に分布

が集積しており、５年前と比べて人手不足感が高まっていることが分かる。また、高齢層も

一部の業種では、大幅に不足感が高まっている。このように、企業の人手不足感は、幅広い

職種において、年齢別には中年層において、５年前と比べて高まっている様子がうかがえる。 

（人手不足感拡大の背景に、転職市場拡大とそれに伴う企業間の人材獲得競争の激化） 

次に、アンケート調査を基に、企業が人手不足に陥っている要因として回答している主な

事項を確認しよう。第２－１－３図をみると、５年前においては、「業務に必要な資格や能力

を持つ人材の不足」、「業務量の拡大」が複数回答で半数を超え、最も大きい要因として挙げ

られていたが、2024 年現在は、これらの回答割合は依然高いものの、「離職者・退職者の増

加」を挙げる企業の割合が５年前の38％程度から56％程度へと大幅に増加し、最も大きな要

因となっていることが分かる。こうした結果は、この間に、比較的若年層を中心に転職等希

第２－１－２図　５年前と比べた企業の人手不足感の変化

（１）職種別 （２）年齢別

職種別には専門・技術職、年齢別には若年層を中心に人手不足感が高いが、近年、中年層でも不足感に高まり

（備考）１．内閣府「人手不足への対応に関する企業意識調査」（2024）、「多様化する働き手に関する企業の意識調査」

（2019）により作成。

２．人手不足割合は、①「不足」、②「やや不足」、③「適正」、④「やや過剰」、⑤「過剰」、⑥「わからない」、

⑦「該当者なし」、の選択肢のうち②「やや不足」・③「不足」のいずれかを選択した企業の割合を業種ごとに

集計した値。
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望者が800万人程度から1,000 万人超にまで増加していることや（第２－１－４図（１））、

実際の転職者が正社員間で増加していること（第２－１－４図（２））など、転職市場が拡大

傾向にあることとも整合的である。 

 

 

 

 

第２－１－３図　人手不足に陥っている主な要因

離職者や退職者の増加が、近年の人手不足の最大の要因に
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（2019）により作成。

２．複数の選択肢から、該当するものを全て選択する形式。

第２－１－４図　転職の動向

（１）転職等希望者数の推移と年齢別・男女別転職等希望割合
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また、採用活動との兼ね合いで、人手不足が解消されない背景についての回答をみると（第

２－１－５図）、「採用活動をしても応募が少ない」という企業の割合が７割程度と最も多い

点は変わりがないが、「応募はあるが、より良い条件の他社へ流れる」や「採用しても短期間

で退職してしまう」と回答した企業の割合が４割程度となるなど、コロナ禍前と比べて大幅

に拡大していることが特徴的である。転職市場の活性化等も背景に、企業の人材獲得競争が

厳しさを増している様子がうかがえる。 

 

 

（２）男女別・雇用形態別転職者数

（備考）１．総務省「労働力調査（詳細集計）」により作成。

２．（１）①の「その他」は、役員、自営業主及び家族従業員。②は2024年１－３月期の値。
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第２－１－５図　人手不足が解消されない主な要因

人材獲得競争が激化する中、近年は、他社との競合や短期間での退職などの要因が拡大
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（2018）により作成。

２．複数の選択肢から、該当するものを全て選択する形式。
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（人手が不足していると回答する企業は労働生産性が低い） 

それでは、人手不足感の拡大は企業活動にどのような悪影響をもたらしているだろうか。

アンケート調査の結果から、企業が人手不足による悪影響として挙げている要素をみると、

回答企業割合が高く、かつ、この５年間でより多くの企業が指摘するようになっている事項

としては、「労働時間の増加」や「採用コストの増加」といった、コスト面に関する点が挙げ

られる（第２－１－６図）。また、回答割合に変化はないものの、「人繰りや労務管理の煩雑

化」を挙げる企業は５割程度と多く、これらを併せて考えると、企業は、人手不足の弊害と

して、企業経営上のコスト増や効率性の低下など、生産性に及ぼす悪影響を意識していると

みられる。 

 

 

 

そこで、企業単位で、人手不足感が労働生産性にどのような影響を与えているかを確認す

るため、アンケート調査と企業の財務データをマッチングし、人材の過不足感と労働生産性

の関係を推計した。具体的には、労働生産性3を被説明変数とし、業種や企業規模をコントロ

ールした上で、人材の過不足感（ダミー変数）を説明変数とした回帰式を推計した4。 

結果をみると、第２－１－７図のように、人手が「適正」とする企業と比べると、人手が

 
3  ここでは、労働生産性を、労働投入量に対する付加価値の比率、すなわち時間当たりの労働生産性として

定義している。 
4  推計方法の詳細は、付注２－２を参照。 

第２－１－６図　人手不足による悪影響

労働時間や採用コストの増加など、コスト面の悪影響を挙げる企業の割合が増加

（備考）１．内閣府「人手不足への対応に関する企業意識調査」（2024）、「多様化する働き手に関する企業の意識調査」

（2019）により作成。

２．複数の選択肢から、該当するものを全て選択する形式。
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「やや不足」や「不足」としているとする企業は、労働生産性が有意に低いという結果が確

認され、「不足」企業は「適正」企業に比べて３割程度低くなっている5。 

また、資本装備率6を被説明変数とし、人手の過不足感との関係を推計すると、「不足」企業

では、「適正」企業と比べて、資本装備率が有意に低く、不足する人手に対して、十分な量の

設備投資を行えておらず、このことが、結果として、「不足」企業の労働生産性を低めている

可能性もある。 

 

 

 

２ 人手不足に対する企業の対応と課題 

 

（人手不足への対応策として、従業員の待遇改善を行う企業の割合が急増） 

以上でみてきたように、企業の人手不足感は、非製造業を中心に幅広い業種で高まってお

り、それが労働生産性にも影響を与えている。では、こうした中で、企業部門は、人手不足

への対応としてどのような対策をとっているのであろうか。アンケート調査における企業の

人手不足への対応策についての回答結果をみると、おおむね以下の点が特徴的である（第２

－１－８図（１））。 

第一に、５年前と現在とで比較して、回答企業の割合が最も大きく増加しているのは「従

 
5  この点は、５年前の状況を確認した内閣府（2019）とも整合的である。 
6  資本装備率は、労働投入量に対する有形固定資産とソフトウェアの比率。推計方法の詳細は、付注２－２

を参照。 

第２－１－７図　人手不足感ごとの労働生産性及び資本装備率の水準

（１）労働生産性 （２）資本装備率

人手不足感のある企業は、人員が適正とする企業より生産性等が低い

（備考）１．内閣府「人手不足への対応に関する企業意識調査」（2024）により作成。

２．被説明変数をそれぞれ時間当たり労働生産性、資本装備率の自然対数とし、説明変数を業種、従業員規模、

非正社員比率、人手不足感として最小二乗法により回帰分析した推計結果により作成。

３．資本装備率の分子は有形固定資産＋ソフトウェア。

４．労働生産性が負値、又は労働生産性、資本装備率が上位１％以上のサンプルを除いている。

５．***は有意水準１％、**は有意水準５％、*は有意水準10％で適正との差があった箇所、斜線部分は有意水準

10％で適正との差がなかった箇所を示している。
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業員の待遇改善」である。５年前には４割超であったものが、現時点では約７割と最も高い

回答割合を有する項目へと躍り出ている7。他にも「従業員の育成」、「定年延長・定年後の再

雇用制度の拡充」などの項目でも回答割合が増加していることと併せて考えれば、転職市場

が拡大する中での人手不足感の高まりという状況下において、企業が既存雇用の流出を防ぐ

ための対応をより積極的に行っている様子がうかがえる。 

第二に、５年前に最も高い回答割合であった「新卒・中途採用数の増員」は、期間を経た

変化はほとんどみられないが、現在も６割程度と高い回答割合となっている。「新卒・中途採

用条件の緩和」や「一度退職した社員の再雇用」8といった項目の割合も増加していることと

併せて考えれば、人手が不足する中で、新たな人材の確保が企業にとって重要なイシューで

あり続けていることが分かる。 

第三に、上記のような既存又は新規の人材確保策と比べれば回答割合が相対的に低いもの

の、「省力化投資」を挙げる企業の割合も増加している。例えば、クラウド等も活用したバッ

クオフィス業務の効率化はもとより、小売やサービスなどの店舗におけるキャッシュレス決

済端末やセルフレジの導入など、日常生活の身近な面でもこうした企業の取組を垣間見るこ

とができるであろう9。 

さらに、企業規模別・業種別の状況を確認すると（第２－１－８図（２））、最も高い回答

割合を有する項目が、大中堅企業では「新卒・中途採用の増員」であるのに対し、中小企業

では「従業員の待遇改善」であるという点が挙げられる。採用活動面で相対的に競争力があ

る大中堅企業では、新規の人材獲得に最も力を入れることができるのに対し、中小企業では

既存の従業員の引き留めを最優先の課題としている様子がうかがえる。また、「省力化投資」

に取り組む企業の割合は、企業規模を問わず製造業において相対的に高いが、５年前からの

変化幅という点では、中小企業の非製造業が大きく増加している。日銀短観の雇用人員判断

ＤＩでみたとおり、中小企業の非製造業では人手不足感が特に深刻であり、そうした状況に

対して省力化投資を進めている様子がうかがえる。 

 

 
7  厚生労働省「労働経済動向調査」においても、人手不足への対応として、近年、従業員の待遇改善に取り

組む事業所の割合が大きく増加する姿が示されており、アンケート調査の結果はこれと整合的であると

言える。 
8  再雇用を含む高齢者雇用への企業の対応の詳細は、第３章第３節で述べる。 
9  アンケート調査の結果を詳細業種別にみても、人手不足対応策として省力化投資に取り組む企業の割合

は、小売業では 2019 年調査に 18％だったものが 2024 年調査に 24％（変化幅プラス６％ポイント）、宿

泊・飲食サービス業では2019年調査に12％だったものが2024年調査に33％（変化幅プラス21％ポイン

ト）と、いずれも５年前に比べて増加していることが確認できる。 
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第２－１－８図　人手不足への対応策

（１）全規模・全産業ベースの対応状況

人手不足への対応策として、従業員の待遇改善を行う企業の割合が特に増加
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（人材の確保や引き留めのために賃上げを行う企業の割合は着実に増加） 

このように、企業の人手不足への対応策としては、「従業員の待遇改善」など既存雇用の流

出防止、「新卒・中途採用数の増員」など採用強化による新規人材の獲得、「省力化投資」と

いった取組が挙げられているが、以下では、５年前から直近への変化が相対的に大きい「従

業員の待遇改善」と「省力化投資」に焦点を当て、人手不足に対する企業の対応をより詳細

に確認していく。 

まず、従業員の待遇改善に関して、厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結

果を基に、30 年ぶりの賃上げ水準となった 2023 年の賃金改定において、企業が最も重視し

た要素（単一回答）をみてみよう（第２－１－９図（１））。これによると、企業が賃金改定

において最も重視した要素は、「企業の業績」に次いで、「労働力の確保・定着」や「雇用の

維持」が大きい。また、５年前の2019 年からの変化をみると、「企業の業績」を選択する企

業割合はマイナス14％ポイントと大きく低下し、逆に、「物価の動向」（プラス7.7％ポイン

ト）とともに、「労働力の確保・定着」（プラス6.2％ポイント）、「雇用の維持」（プラス5.1％）

が大きく伸びており、企業の賃金設定行動が大きく変化していることが分かる。 

このうち、「労働力の確保・定着」は、新規の労働者を確保し定着させるための賃上げを、

「雇用の維持」は、既存労働者の流出を防ぐための賃上げをそれぞれ意味している。これら

の項目を賃上げに際し最も重視した要素として選択した企業の割合を時系列でみると（第２

－１－９図（２））、2010 年代半ば以降、人手不足感が高まる中でいずれも緩やかに上昇し、

直近の2023年では「労働力の確保・定着」は既往最高値を記録したバブル期に迫る水準まで

上昇し、「雇用の維持」は調査項目となった 2002 年以降で最高値となっている。「雇用の維

（備考）１．内閣府「人手不足への対応に関する企業意識調査」（2024）及び「多様化する働き手に関する企業の意識調査」

（2019）により作成。

２．複数の選択肢から、該当するものを全て選択する形式。
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持」がバブル期には調査対象項目として存在しなかったこと、また、本調査項目は単一回答

であることなどを踏まえれば、広い意味で人材の確保・引き留めのために賃上げをする企業

の割合は、実質的にはバブル期を超えているとも考えられる10。 

 

 

 

 

 
10 回答の選択肢は、2002年に「雇用の維持」が加わったほか、2009年に「前年度の改定実績」など複数が

加わったが、選択肢が削減されたことはない。このため、単一回答調査であることも踏まえると、「雇用

の維持」と「労働力の確保・定着」を合算した回答割合として評価することは、過小評価の可能性はあっ

ても、過大評価となる可能性はないと言える。 

第２－１－９図　賃金改定において企業が最も重視した要素

（１）企業が賃金改定において最も重視した要素

（２）人材の確保・定着のために賃金を引き上げた企業の割合

人材の確保・定着のため、賃金を引き上げる流れは強まっている

（備考）厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」により作成。「労働力の確保・定着」は、新規労働者を確保し、定

着してもらうため、賃金改定を行ったことを指し、「雇用の維持」は、既存労働者の流出を防止する観点から賃金改

定を行ったことを指す。
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（デフレ以降、フルタイム労働者は労働需給引き締まりと賃金上昇率の関係が希薄化） 

このように、近年は、人手不足感が拡大する中で労働需給が引き締まり、人材の確保・定

着のために賃金を引き上げる企業の割合が増加してきた。今後も、人口減少による労働供給

の下押しが続くと見込まれる中、そうした流れは継続していくものと考えられる。では、労

働需給の引き締まりが、実際の賃金上昇率を押し上げる程度は経年的に変化しているであろ

うか。この点を確認するため、ここでは、労働需給と賃金上昇率の関係を示す賃金版フィリ

ップスカーブの動向を確認する。具体的には、横軸に有効求人倍率（各月の平均とのかい離

でプラスを需要超過、マイナスを供給超過と規定）を、縦軸に時給ベースの所定内給与（以

下「所定内時給」という。）の前年同月比をとり、両者の関係性について、①我が国がデフレ

に陥る前の1983年～2000年、②デフレ下にあった期間が大宗を占める2001年～2012年、③

2013年以降現在に至るまで、の三つの期間に分けて確認する。結果をみると、以下の点を特

徴として挙げることができる（第２－１－10図（１））。 

第一に、就業形態計でみると、有効求人倍率と所定内時給の間のプラスの関係、すなわち

労働需給のひっ迫が賃金上昇率を押し上げるという関係は、期間を問わず成り立っている。 

ただし、第二に、期間を通じた変化に着目すると、我が国がデフレ状況に陥る以前の1983

年～2000 年と比べ、デフレ下にあった期間が大宗を占める2001年～2012 年や、それ以降の

2013年以降では、賃金版フィリップスカーブが下方シフトするとともに、傾きがフラット化

している11。下方シフトについては、我が国経済がデフレ状況に陥り、そうした状況が長引く

中で、企業部門が収益確保のためにコストカットを行い、賃金上昇を抑制してきた結果であ

ると考えられる。一方、フラット化については、物価も賃金も動かない状態となり、名目賃

金上昇率をマイナスに切り下げることが難しいという「名目賃金の下方硬直性」が存在する

中で、①景気後退期に賃金を引き下げることができず、賃金水準を十分に調整することがで

きなかった企業が、景気が回復する局面では、過去の賃金水準の調整不足が解消されるまで、

逆に賃金の引上げを抑制する、②長期的な雇用安定を優先する下、将来の賃金引下げリスク

を回避しようとする結果、景気拡大局面においても、企業が賃金引上げを抑制する、という

二つのメカニズムを通じて、名目賃金が十分に上昇しなくなる「上方硬直性」が生まれてい

たとの指摘がある12。まさに、デフレ状況下における特有の現象が生じたと言えよう。 

次に、時系列データ上、1994年以降のデータに限られるという制約はあるものの、賃金版

フィリップスカーブを一般労働者（フルタイム労働者）とパートタイム労働者に分けて確認

しよう（第２－１－10図（２）（３））。 

結果をみると、まず、パートタイム労働者、フルタイム労働者ともに、デフレ状況に陥っ

 
11 賃金版フィリップスカーブの傾きと切片の t 値、Ｐ値を確認すると、就業形態計では、全ての期間にお

いて傾きは正に有意であった一方で、切片は2001年以降、95％水準では統計的に有意ではなくなってい

る（付表２－１参照）。 
12 平田・丸山・嶺山（2020） 
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て以降の2001年～2012 年にはフィリップスカーブのフラット化が進んだ一方、2013年以降

は、労働需給と所定内時給との間にプラスの関係が成立している13。 

次に、2013年以降のフィリップスカーブを、デフレに陥る以前の1994年～2000 年と比べ

ると、パートタイム労働者では上方シフトがみられるのに対し、フルタイム労働者では下方

シフトに加え、傾きのフラット化が顕著であり、労働需給のひっ迫が賃金上昇率を押し上げ

る力は弱まっている。パートタイム労働者については、主に外部労働市場で賃金が決まるこ

とから、一般に、労働需給がひっ迫する局面では賃金上昇率の関係がより明確であると考え

られる。加えて、近年においては、継続的な最低賃金の引上げがパート労働者の時給上昇率

の底上げにつながり、フィリップスカーブを上方にシフトさせているとみられる。一方、主

に内部労働市場が中心のフルタイム労働者については、雇用の維持が優先される中で、デフ

レ下を経た企業がコスト抑制の手段として賃金上昇を抑制してきたことのほか、上記の名目

賃金の上方硬直性の影響を色濃く受けていると考えられる。 

しかしながら、こうした状況は、春闘の賃上げ率が2023年には30年ぶり、さらに2024年

には 33 年ぶりの水準となるなど、四半世紀以上ぶりに物価と賃金がともに動き出したこと

によって、今後は変化していくことが期待される。すなわち、我が国がデフレに陥る以前の

ように、物価と賃金がともに上昇することがノルムとして定着していけば、賃金版フィリッ

プスカーブの上方シフトとともに、名目賃金の下方硬直性とこれに起因する上方硬直性の影

響が薄れ、労働需給の引き締まりと賃金上昇率の関係が回復していくことが期待される。こ

うした点からは、この度の賃上げを一過性のものとすることなく、賃金と物価の好循環を確

実に実現させていくことが重要であろう。 

13 パートタイム労働者とフルタイム労働者のそれぞれについて、賃金版フィリップスカーブの傾きと切片

のt値、Ｐ値を確認すると、パートタイム労働者については、切片は常に正で有意となっていた一方で、

傾きは2012年までは統計的に有意な関係が確認されなかったが、2013年以降は傾きも正に有意となって

いる。一方、フルタイム労働者については、切片は2001年以降、統計的に有意な関係が確認できなくな

った一方で、傾きは2013年以降、再び正に有意な関係が確認されるようになった（付表２－１参照）。 
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第２－１－10図　賃金版フィリップスカーブ

（１）就業形態計

（２）パートタイム労働者

（３）一般労働者（フルタイム労働者）

一般労働者は、デフレ期以降、フィリップスカーブがフラット化し、下方シフト

（備考）１．厚生労働省「毎月勤労統計調査」、「職業安定業務統計」により作成。（１）の時間当たり所定内給与は常用雇

用者数30人以上の事業所、（２）、（３）の時間当たり所定内給与は常用雇用者数５人以上の事業所を対象とし

ている。

２．2020年、2021年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、時間当たり所定内給与の変動が大きく

なっているため、除外している。
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（高年齢化が進む中、女性の留保賃金は上昇し、労働力人口は伸びにくくなる状況も） 

次に、賃金引上げに関連して、これまで生産年齢人口が減少する中にあっても、労働力人

口や就業者数の増加を主にけん引してきた女性について、いわゆる「ルイスの転換点」論に

係る検討を行う。ルイスの転換点とは、発展途上国において、工業化の過程で、当初は農村

部から都市部への低賃金の余剰労働力が供給されるが、工業化の進展に伴い農村から都市部

への流入が減少し、賃金が上がり始める転換点を指す。我が国においては、2010年代前半以

降これまで労働参加が拡大してきた女性や高齢者は、労働供給の賃金弾力性が高く（賃金の

上昇に対して、労働供給がより大きく増加する）、こうした労働参加の拡大により、経済全体

の賃金上昇率が抑制される影響があったが、女性等の労働供給が限界を迎えれば、賃金上昇

圧力がかかるようになるという仮説として、ルイスの転換論の考え方が応用されている。 

ここでは、古川（2023）を参考に、女性に焦点を当て、パート労働者の留保賃金を試算す

る。留保賃金とは、現在労働市場に参加していない人が、その水準以上の賃金であれば就労

する（それ未満であれば、就労せず非労働力のままでいる）ような賃金水準を指す。留保賃

金の試算に当たっては、リクルートワークス研究所の「全国就業実態パネル調査」の調査票

情報を独自に集計し、年齢等の個人の属性が留保賃金に与える影響を推計する。ここでは、

古川と同様の考え方により、前期に就労していなかった者が、当期にパートとして就労して

いるか非就労を継続しているかという情報や、市場の賃金水準を踏まえ、最尤法により、年

齢階級や、就業希望はあるが就業していない理由、本人の不労所得（配偶者の収入や不動産

賃貸収入等）といった属性ごとに、留保賃金に与える影響を推計した14。 

主な結果としては、第２－１－11図のとおりであり、第一に、年齢が高いほど留保賃金が

高いこと、第二に、配偶者の収入や不動産賃貸収入等を含む、本人にとっての不労所得が高

い（500万円以上）場合には留保賃金が高くなることが確認される。 

こうした結果と、非労働力の女性における年齢等の属性別の人口を組み合わせて、留保賃

金の動向を試算し確認すると、女性の留保賃金は長期的に一貫して上昇傾向にあることが示

される（第２－１－12図）。また、労働参加の拡大に伴い、女性を中心に非労働力人口が減少

する中で、近年の女性の非労働力人口における年齢階級別のシェアの変化をみると、人口構

造の変化もあって、25 歳～44 歳の層はシェアが低下しているのに対し、45～64 歳の中高年

層はシェアが拡大している（第２－１－13 図）。年齢が高いほど女性の留保賃金の水準が高

いことと合わせて考えると、女性の留保賃金の上昇は主に年齢構成の変化、つまり高年齢化

が大きな要因と言える。留保賃金の上昇は、それ以上の水準の賃金が提示されないと就労を

選択しない賃金の水準が上昇していることを意味することから、現状、我が国においては、

男女間の賃金格差が大きいが、女性の賃金が十分に上昇していかなければ、人数ベースでみ

た女性の労働参加が頭打ちになる可能性が高いと考えられる。換言すれば、人手不足感が一

 
14 推計方法の詳細は、付注２－３参照。 
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層高まる中にあって、企業においては、人材確保の観点からも、女性雇用者が多い分野の募

集賃金を重点的に引き上げることが必要となる。こうした外圧効果による賃金引上げは、企

業内の既に働いている雇用者の賃金を押し上げる内圧効果を通じて、男女間賃金格差の是正

にも寄与することが期待される。また、非労働力人口から雇用者への参入という観点だけで

なく、企業は、今働いている雇用者の維持の観点からも賃金を引き上げる必要性が高まると

考えられる。 

 

 

第２－１－11図　女性の留保賃金の推計

女性の留保賃金は、高年齢層ほど高い
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（備考）１．リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」により作成。

２．推計結果は、各属性の非就業者の留保賃金（実質ベース）が、基準属性対比で何円高いかを表している。***は

１％水準、**は５％水準、*は10％水準で有意であることを示す。推計の詳細については、付注２－３を参照。
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（人手不足に直面する企業では、そうでない企業に比べ、設備投資スタンスが積極的） 

ここまで、企業が人手不足への対応策として強化している取組のうち「従業員の待遇改善」

についてみてきたが、以下では、同じくアンケート調査において、５年前と比べて取り組む

企業の割合が増加している「省力化投資」について詳細を確認する。まず、人手不足の深刻

化による労働需給のひっ迫と省力化投資との関係について確認していこう。 

 はじめに、企業が人手不足に直面しているかどうかによって、設備投資へのスタンスに違

いがあるかを確認する。ここでは、日銀短観のオーダーメード集計値により、人手不足感が

第２－１－12図　女性の留保賃金の動向

女性の留保賃金は、2012年以降、一貫して上昇傾向
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（2012年１－３月期＝100）
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（備考）１．リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査」、総務省「労働力調査（詳細集計）」により作成。

２．推計された年齢階級別・非就業理由別の留保賃金に、それぞれの属性に対応する非労働力人口で重み付けをした

加重平均。留保賃金の推計については、付注２－３を参照。

第２－１－13図　女性の非労働力人口の年齢階級別シェアの推移

25～44歳の比較的若年層のシェアが低下する一方、45～64歳の中高年層のシェアが拡大
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（備考）１．総務省「労働力調査（基本集計）」により作成。

２．後方12か月移動平均値。
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傾向的に拡大してきた2013年度から2022年度までの期間における、各年３月調査時点での

企業の雇用人員判断（「過剰」、「適正」、「不足」）別に、同調査時点における設備投資の当年

度実績見込みの伸び率を整理した（第２－１－14図）。ここでは、人手不足感のある企業が、

業種別にみて、省力化の観点で、有形固定資産15かソフトウェアのいずれの投資に注力してい

るかを確認するため、投資形態を二つに分けて分析している。結果をみると、以下の点が確

認される。 

第一に、人手不足に直面している企業（雇用人員判断が「不足」である企業）では、そう

でない企業（雇用人員判断が「適正」又は「過剰」である企業）に比べて、有形固定資産投

資、ソフトウェア投資のいずれについても、2013 年度から 2022 年度の平均でみた設備投資

の伸び率が高く、設備投資へのスタンスが積極的であると言える。特に、企業間の人手不足

感の違いによる投資スタンスの違いは、ソフトウェア投資において顕著である。 

第二に、業種別にみると、製造業では、ソフトウェア投資のみならず、有形固定資産投資

についても、雇用人員判断の状況によって設備投資の伸び率に明確な差が確認できる。一方、

非製造業では、ソフトウェア投資には明確な差がみられるが、有形固定資産投資では、雇用

人員判断が「適正」と「不足」との間での大きな差は確認できない。この点からは、製造業

では、人手不足に直面する企業が、生産の自動化などに資する機械設備も含めた省力化投資

に積極的に取り組んでいるのに対し、非製造業では省力化投資の中心がソフトウェアである

可能性が示唆される。 

第三に、企業規模別にみると、第二の点と同じ構図が、大企業と中小企業との間で確認で

きる。すなわち、大企業では有形固定資産投資とソフトウェア投資のいずれも、雇用人員判

断別に明確な差が確認できるのに対し、中小企業ではソフトウェアでのみ差がみられる。大

企業に比べて資本集約度が低い中小企業では、ソフトウェアの導入が省力化投資の中心であ

る可能性が示唆される。 

これらの点について、池田・近松・八木（2023）では、日銀短観の個票データを用い、人

手不足の状況が一時的であるか長期化しているかによって、企業の設備投資スタンスの違い

を分析している16。これによると、有形固定資産投資とソフトウェア投資のいずれについて

も、直面する人手不足が一時的であれば企業は設備投資を直ちに積極化させることはなく、

人手不足感が強まって長期化（慢性化）してくると非線形に投資を増やすとの結果が示され

ている。 

 

 
15 日銀短観における「設備投資額（含む土地投資額）」。機械投資、建設投資のほか、土地投資を含む。 
16 雇用人員判断を「不足」と回答した回数が、過去８四半期中で１～２期であれば「一時的」、３～４期で

あれば「やや長期化」、５～８期であれば「長期化」とし、業況感や生産設備の過不足感、資金繰りの過

不足感といった要因はコントロールした上で、これら人手不足の状況別のダミーに対する設備投資の感

応度を推計している。 
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第２－１－14図　雇用人員判断別の設備投資

（１）全規模・全産業ベース

（２）業種別

（３）企業規模別

人手不足に直面する企業では、そうでない企業に比べ、ソフトウェアを中心に設備投資スタンスが積極的

（備考）１．日本銀行「全国企業短期経済観測調査」オーダーメード集計により作成。

２．各年３月調査時点における雇用人員判断別に、有形固定資産投資（含む土地投資）及びソフトウェア投資の当年

度実績見込みを集計したもの。
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（５年前と比べ、企業の省力化投資は、ソフトウェアやシステムの導入を中心に増加） 

次に、アンケート調査からも省力化投資の状況を確認すべく、企業における５年前と比べ

た省力化投資の度合い（増加、変化なし、減少等）を、企業規模別・業種別にみてみよう（第

２－１－15図（１））。結果をみると、以下の点が特徴として挙げられる。 

第一に、５年前に比べて省力化投資を増加させた企業の割合は、いずれの企業規模、業種

でも５割程度以上となっており、人手不足が深刻化する中で、企業が省力化投資により積極

的に取り組むようになっている様子がうかがえる。第二に、省力化投資を増加させた企業の

割合は、企業規模別には大中堅企業が、業種別には製造業が相対的に多くなっている。これ

らは、いずれも日銀短観のオーダーメード集計の結果とも整合的な結果である。 

続いて、企業はどのような内容の省力化投資を増加させているのかを、業種別に確認しよ

う（第２－１－15図（２））。結果をみると、第一に、製造業、非製造業のいずれにおいても、

７割超の企業が「ＷＥＢ・ＩＴ関連のソフトやシステムの導入」を増加させており、ソフト

ウェア投資が省力化投資の重要なツールとなっていることが確認できる。第二に、製造業で

は、「生産の自動化」を増加させる企業が４割以上となっている一方、非製造業では１割に満

たない。これらの点は、日銀短観のオーダーメード集計において、人手不足企業とそうでな

い企業とでは特にソフトウェア投資に大きな差がみられたこと、また、製造業では人手不足

企業が有形固定資産投資も積極化させているのに対し、非製造業ではそうした状況が確認で

きなかったことと、それぞれ整合的な結果であると言える。 

そのほか、ＡＩや機械学習を含むＲＰＡ（Robotic Process Automation）についても、製

造業、非製造業ともに相応の割合の企業で投資を増加させていることが確認できる。一方、

肉体労働をサポートするロボットの導入や接客等のロボット・自動化などは、非製造業にお

いて省力化投資の事例として取り上げられることが多い一方で、本アンケート調査の結果と

しては、投資を増加させている企業の割合が相対的に限定的となっている。 

 

 

第２－１－15図　５年前と比較した企業の省力化投資の状況

（１）業種別、企業規模別にみた省力化投資全体の状況（５年前との比較）

５年前と比べ、企業の省力化投資は、ソフトウェアやシステムの導入を中心に増加
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（省力化投資へのハードルとして、コスト面や人材面を課題に挙げる企業が多い） 

ここまで、人手不足による需給のひっ迫は企業の省力化投資を促すこと、また、企業の省

力化投資の取組は、大中堅企業と中小企業、製造業と非製造業のいずれにおいても、５年前

と比べればかなりの程度進んできたと評価できることを確認した。一方で、業種や規模、省

力化投資の具体的な内容によっては、企業の取組には一定の差があることも確認できた。そ

こで、さらにアンケート調査から、企業が認識している省力化投資のメリットと障壁につい

て確認しよう。 

まず、企業が省力化投資のメリットと考えている要素をみると（第２－１－16 図（１））、

製造業・非製造業を問わず、「業務の効率化」を挙げる企業が８割以上と最も多い。また、「人

件費の削減」も、製造業で５割程度、非製造業で４割程度と相応の企業がメリットとして認

識している。すなわち、企業の省力化投資のメリットは、限られた資源を効率的に活用する

こと、また、より少ない人手で付加価値を生み出すことであり、すなわち生産性の向上効果

（２）業種別にみた投資性質別の省力化投資の状況（５年前との比較）
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（備考）１．内閣府「人手不足への対応に関する企業意識調査」（2024）により作成。

２．複数の選択肢（①非常に増加、②増加、③変化なし、④減少、⑤非常に減少、⑥わからない、⑦該当なし）か

ら単一回答。図中の「増加」、「減少」、「わからない等」は、それぞれ①と②、④と⑤、⑥と⑦の合計。
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が期待されているとみられる。また、製造業と非製造業を比べると、業務の効率化を除いて、

いずれの要素も、メリットとして挙げる企業の割合が製造業で多くなっている。このように、

製造業で相対的に省力化投資に積極的であることは、様々な点で省力化投資のメリットを認

識していることが影響している可能性もあり、非製造業を含めて、省力化投資のメリットを

広く共有することの重要性を示唆している。なお、省力化投資と人件費の関係については、

労働分配率の分析の文脈で後述する。 

一方、省力化投資の導入に際して障壁として意識されている要素をみると（第２－１－16

図（２））、導入費用やランニングコストなどコスト面を課題に挙げる企業が多いことが分か

る。また、こうしたコスト面の障壁に加え、従業員の教育訓練の必要性や、新たな専門人材

投入の必要性も課題として指摘されている。このように、省力化投資に当たっては、単に投

資を実行するだけでなく、新たな技術やツールを有効に利活用していくための人材確保も課

題として認識されており、この点からは、リ・スキリングの促進により、省力化のための新

たな技術を使いこなせる人材の育成を図り、労働移動を促していくことも重要な課題と言え

よう。 

 

 

第２－１－16図　省力化投資のメリットと障壁

（１）省力化投資によるメリット

省力化投資へのハードルとして、コスト面や人材面を課題に挙げる企業が多い
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３ 省力化投資の効果と課題 

 

（産業単位では、製造業は投資と生産性の関係がみられるが、非製造業では明確でない） 

ここでは、企業が期待している効率性の改善や人件費の抑制といった省力化投資の効果に

ついて、複数の角度から分析する。まずは、省力化投資と労働生産性の関係を確認するべく、

マクロ統計である国民経済計算のデータから、製造業・非製造業別に、産業別の時間（マン

アワー）当たり実質労働生産性と、同じく時間（マンアワー）当たりの機械設備やソフトウ

ェアの実質固定資産ストック、すなわち資本装備率との関係を確認する。 

第２－１－17図（１）のとおり、製造業においては、機械設備装備率、ソフトウェア装備

率ともに、労働生産性とは正の相関関係がみられるが、機械設備の方がソフトウェアに比べ、

労働生産性への影響が強いことが示唆される。また、非製造業においても、機械設備装備率、

ソフトウェア装備率ともに労働生産性とは正の相関関係が示唆されるが、その傾きは製造業

に比べて緩やかであり、投資と生産性の関係が弱い形となっている（第２－１－17図（２））

17。 

 

 
17 この点に関し、非製造業について、業種別の時系列データを用いて、労働生産性を被説明変数とし、資本

装備率（機械設備、ソフトウェア）を説明変数とする固定効果モデルを推計すると、いずれの設備につい

ても、労働生産性に対する影響は有意とはならなかった。これは、産業別のマクロデータに基づく推計で

あり、同じ業種内であっても、規模を含め企業間の異質性が大きく、産業単位では生産性押上げ効果を検

出できていない可能性がある。 

（２）省力化ツール導入の障壁

（備考）１．内閣府「人手不足への対応に関する企業意識調査」（2024）により作成。

２．複数の選択肢から、該当するものを全て選択する形式。
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第２－１－17図　機械設備装備率・ソフトウェア装備率と労働生産性の関係

（１）製造業

（２）非製造業

資本装備率と労働生産性との間には、製造業において正の関係がみられる

（備考）１．内閣府「国民経済計算年次推計」により作成。労働生産性と機械設備装備率、ソフトウェア装備率は、それ

ぞれ実質マンアワー（雇用者数×労働時間）当たり。期間は1994年から2022年。

２．製造業の内訳は、①食料品製造業、②繊維製品製造業、③パルプ・紙・紙加工品製造業、④化学製品製造業、

⑤石油・石炭製品製造業、⑥窯業・土石製品製造業、⑦一次金属製造業、⑧金属製品製造業、⑨はん用・生

産用・業務用機械製造業、⑩電子部品・デバイス製造業、⑪電気機械製造業、⑫情報・通信機器製造業、⑬

輸送用機械製造業、⑭その他の製造業。

３．非製造業の内訳は、①農林水産業、②鉱業、③電気・ガス・水道・廃棄物処理業、④建設業、⑤卸売・小売

業、⑥運輸・郵便業、⑦宿泊・飲食サービス業、⑧情報通信業、⑨金融・保険業、⑩不動産業、⑪専門・科

学技術、業務支援サービス業、⑫公務、⑬教育、⑭保健衛生・社会事業、⑮その他のサービス業。
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（しかし、企業単位でみると、省力化投資は、生産性の向上に寄与している可能性） 

そこで次に、アンケート調査の結果を用いて、人手不足への対応策として省力化投資を実

施している企業とそうでない企業との間で、労働生産性に差があるのかを確認する18。労働生

産性については、前掲第２－１－７図と同じ定義として、企業財務データとマッチングして

企業単位で作成し、業種や企業規模をコントロールした上で、傾向スコアを用いた逆確率重

み付け法による平均処置効果を推計すると、省力化投資を行っている企業では、そうでない

企業に比べ、時間当たりの労働生産性が10％程度高いという結果が得られた（第２－１－18

図（１））。 

また、同様の手法で、省力化投資を５年前から増加させたことによる労働生産性への効果

を推計すると、省力化投資を増加させた企業は、そうでない企業に比べ、10％以上、労働生

産性が高いという結果となっている（第２－１－18図（２））。さらに、省力化投資の内訳ご

とに、労働生産性への影響をみると、接客等のロボット・自動化や、ＲＰＡへの投資の強化

は、労働生産性を相対的に大きく押し上げる効果があることが確認される。接客等のロボッ

ト・自動化への投資は、飲食・宿泊サービスで強化している企業割合が高く、人手不足の中

にあって、自動化を通じて、省力化を図ることにより、生産の効率化につなげているとみら

れる。ＲＰＡの投資を増加させている企業は、輸送用機械、鉄鋼・非鉄金属など製造業や、

金融・保険業などで多く、生産管理や人事管理、事務処理等の面などで効率化を進めている

様子がうかがわれる。また、幅広い業種でみられるＷＥＢ・ＩＴへの投資の強化も労働生産

性を押し上げる一定の効果があることが確認できる。以上のように、企業別に確認すると、

人手不足が顕著な非製造業等で導入が進む接客等のロボット・自動化やＲＰＡ、ＷＥＢ・Ｉ

Ｔなどへの投資を積極化させている企業では、労働生産性への正の効果が顕在化していると

言える。 

18 推計方法の詳細は、付注２－４を参照。
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（我が国の労働分配率は長期的に低下し、主要先進国と同水準に） 

最後に、企業において省力化投資の主要なメリットの一つとして認識されている人件費の

抑制について、労働分配率との関係で確認する。労働分配率とは、生産活動の結果として新

たに生み出された付加価値が、どれだけ労働者に報酬（賃金や福利厚生費などの人件費）と

して分配されているかをみる指標である。省力化投資の結果として、より少ない人手で生産

活動を行うことが可能となった場合、企業が生み出す付加価値が一定であるならば、労働分

配率は低下することになる。ここでは、機械設備やソフトウェア投資の増加が労働分配率に

及ぼす影響を検証する。 

具体の議論に入る前に、まず、我が国の労働分配率の長期的推移を確認しよう。主要先進

国と比較する観点で、国際比較可能な国民経済計算ベース19の労働分配率をみると（第２－１

 
19 国民経済計算ベースで労働分配率を導出する場合、①雇用者報酬／ＧＤＰ、②雇用者報酬／国民所得（要

素所得）があるが、いずれの場合も、分母には自営業主や家族従業員の貢献分が含まれる一方、分子には

含まれないという概念上のずれがある。我が国の場合は、自営業主数等が長期的に減少傾向にあることか

 

第２－１－18図　省力化投資と労働生産性

（１）人手不足への対応策として省力化投資を （２）５年前と比較して省力化投資を増加させた

　実施したことによる平均処置効果 　ことによる平均処置効果

省力化投資を実施、増加した企業は、そうでない企業より生産性が高い

（備考）１．内閣府「人手不足への対応に関する企業意識調査」（2024）により作成。

２．業種、従業員規模、非正社員比率を説明変数とするプロビットモデルにより（１）人手不足への対応策とし

て省力化投資を行う、又は（２）省力化投資を５年前対比で増加させる企業の傾向スコアを算出し、逆確率

重み付け法により、時間当たり労働生産性に対する平均処置効果（ＡＴＥ）を推定した。推計結果について

は、付注２－４を参照。

３．***は有意水準１％、**は有意水準５％、*は有意水準10％で差があった箇所、斜線部分は有意水準 10％で差

がなかった箇所を示している。
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－19図）、第一に、いずれの主要先進国でも、労働分配率は長期的には低下傾向にあること、

第二に、我が国の労働分配率の長期的な低下度合いは相対的に大きいことが確認できる。我

が国の労働分配率は、1980 年代前半には他の先進国に比べ５％ポイントから 10％ポイント

程度高い水準にあったが、その後、徐々に水準が低下し、2015年以降の平均では他の主要先

進国とおおむね同程度の水準となっている。 

 

 

 

次に、企業規模別・産業別の労働分配率を「四半期別法人企業統計」20からみると（第２－

１－20図）、中小企業においては、製造業・非製造業のいずれも労働分配率が高く、均してみ

ればおおむね横ばいで推移している一方、大中堅企業、特に非製造業では、景気変動による

上昇・下落を伴いながらも、1990 年代後半以降、トレンドとしては低下しており、これが、

経済全体の労働分配率の低下傾向を規定している。労働分配率の分子（人件費）、分母（付加

価値）の動きを規模別・業種別に確認すると、大中堅の非製造業では、付加価値が顕著に増

加する中で、人件費の増加が緩やかなものにとどまり、結果として、労働分配率の低下が相

対的に大きくなっていることが分かる。 

 
ら、①や②を用いると、労働分配率の変化を過大に計算することになる（労働分配率が実態よりも上昇し

ている計算となる）。このため、ここでは、労働者一人当たりの付加価値は雇用者でも自営業主でも変わ

らないという仮定の下、③（雇用者報酬／雇用者数）／（ＧＤＰ／就業者数）により、労働分配率の国際

比較を行っている。 
20 ここでは、人件費／（人件費＋営業利益）として計算した。なお、「法人企業統計」ベースと国民経済計

算ベースでは、①国民経済計算には、政府部門など非市場生産者や医療法人・社会福祉法人等が含まれる

ほか、不動産業に持家の帰属家賃分が含まれる、②四半期別法人企業統計ベースは資本金1,000万円未満

企業分が含まれないほか、純粋持株会社の利益に含まれる子会社からの配当分が国民経済計算ベースで

は付加価値（ＧＤＰ）には含まれない、といったカバレッジ上の違いがあることに留意が必要。 

第２－１－19図　労働分配率の国際比較

我が国の労働分配率は、長期的には緩やかな低下傾向で推移し、近年は主要先進国と同程度の水準

（備考）１．内閣府「国民経済計算」、ＢＥＡ "National Income and Product Accounts"、OECD. Statにより作成。

２．ここでは、労働分配率＝（雇用者報酬／雇用者数）／（ＧＤＰ／就業者数）として計算。
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第２－１－20図　企業規模別・業種別の労働分配率

（１）企業規模別・業種別の労働分配率

（２）企業規模別・業種別の人件費と付加価値額

長期的にみると、労働分配率は中小企業で横ばいの一方、大中堅企業で低下傾向

（備考）１．財務省「法人企業統計調査季報」により作成。

２．労働分配率＝人件費／付加価値額×100として計算。人件費は、従業員給与、従業員賞与、役員給与、役員賞与

福利厚生費の合計。付加価値額は、営業純益（営業利益－支払利息等）、人件費、支払利息等の合計。
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（近年、機械設備投資はより労働代替的に、ソフトウェア投資は労働中立的に変化） 

では、企業ごとに労働分配率はどのような要因によって変動するのであろうか。ここでは、

「経済産業省企業活動基本調査」21の調査票情報を独自集計したデータ等を用いて、労働分配

率に影響を与える要因について分析を行った22。具体的には、労働分配率を被説明変数とし、

①資本との代替・補完関係を示す指標として資本財価格（機械設備又はコンピュータ・ソフ

トウェア）、②グローバル化の指標として売上高に対する輸出の比率（輸出比率）及び費用総

額に対する輸入の比率（輸入比率）、③従業者に占めるパートタイム労働者の比率（パート労

働者比率）等を説明変数とする固定効果モデルを推計した23。推計期間は、2001年度から2021

年度の20年程度とし、期間を前半・後半の２つに区分して推計を行った。 

結果をみると（第２－１－21図）、まず、パート労働者比率については、後半期間の方がや

や影響は小さくなっているが、推計期間を通じて、係数が統計的に有意にマイナスとなって

いる。すなわち、パート労働者比率の上昇は、労働分配率の低下と一定の関係があることが

確認される。また、グローバル化関連指標である輸出入比率については、どの資本財価格を

用いるかでやや結果が異なる。輸入比率については、係数が推計期間を通じておおむね有意

にマイナスとなり、後半期間の方がその影響が大きくなっている一方、輸出比率の係数につ

いては、前半期間がプラス、後半期間がマイナスとなっている。このように、総じてみて、

企業活動のグローバル化の進展は、近年にかけて、より労働分配率を押し下げる方向に働い

ている。 

次に、資本と労働の代替・補完関係を示す指標として、資本財価格の係数を確認すると、

資本財の種類によって結果が大きく異なることが分かる。まず機械設備については、前半期

間は係数が統計的に有意にプラス（逆符号で表しているので、資本財価格の低下と労働分配

率の上昇が有意に関係）であるのに対し、後半期間は有意にマイナス（資本財価格の低下と

労働分配率の低下が有意に関係）となっている。この結果は、機械設備と労働との関係が、

かつては補完的であったが、近年では代替的になっていることを示唆している。近年では、

製造業を中心に、かつてよりもオートメーション化やロボット化が進んだことで、より労働

力を必要としない生産体制へと変化している可能性がある24。 

一方、ソフトウェアについては、資本財価格の係数が、前半期間では統計的に有意にマイ

ナスであるのに対し、後半期間では統計的に有意とはなっていない（符号はプラス）。ソフト

ウェアについては、かつては労働と代替的であったものが、近年は、少なくとも代替的では

21 同調査は、従業者50人以上かつ資本金又は出資金3,000万円以上の企業を対象としており、中小企業も

含むが、中堅企業以上をより代表していると考えられる。 
22 定式化に当たっては、内閣府（2018）、田中・菊地・上野（2018）も参考にした。 
23 このほか、推計に当たっては、別途推計した全要素生産性、経済全体の需給ギャップをコントロールして

いる。推計方法の詳細は、付注２－５を参照。 
24 実際、製造業と非製造業に分け、後半期間で同様の推計を行うと、非製造業では機械設備投資財価格の係

数は統計的に有意でない一方、製造業では全産業と同様の代替関係が検出されている。 
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なくなっているという変化が生じている可能性がある。この点については、情報化が急速に

進んだ1990年代後半から2000年代にかけては、経理・人事給与・販売・物流管理など幅広

い業務で一部の労働が代替されたが、近年では、ソフトウェア等の知的財産が高度化する中

で、ＩＴ・プログラミング、システム・エンジニアリングなど、これらを扱える専門分野の

人材が必要になっているという意味で、労働と補完的な方向に変化が生まれつつある可能性

がある25。 

このように、省力化を含む設備投資と労働分配率の関係は、投資の種類や時代に応じて変

化しており、必ずしも一意に決まるものとは言えないが、本分析からは、機械設備投資は、

近年、より労働と代替的になっており、これらの投資促進は、主に製造業企業の人手不足感

の緩和に資する側面があると言える。一方、ソフトウェア投資については、少なくとも近年

については、必ずしも労働を代替するものではなく、アンケート調査でも確認されたように、

企業にとって、これらを使いこなせる人材の確保の重要性と、無形資産投資として、より高

い付加価値を生み出す投資手段としての重要性が増しつつあることが示唆される。 

 

 

 
25 ソフトウェア投資財価格は、製造業、非製造業とも全期間の推計では、労働分配率に対して有意なマイナ

ス（労働代替的）であるが、期間後半の推計では、ともに統計的で有意でないという点で共通している。 

第２－１－21図　資本コストの変化等が労働分配率に与える影響

近年、機械設備投資はより労働代替的に、ソフトウェア投資は労働中立的に変化

（備考）１．経済産業省「経済産業省企業活動基本調査」の調査票情報を独自集計したデータ、内閣府「国民経済計算」によ

り作成。

２．***は１％水準で有意であることを示す。

３．資本財価格については、資本財価格が低下した場合の労働分配率への低下寄与を図示するために、推計結果で得

られている符号を逆符号にしてプロットしている。

４．推計の詳細は、付注２－５を参照。
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